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推薦の観点：国際的に対応を強く要請される研究 
研究の概要：市場経済の世界的な広がりに伴い、ビジネスに関する法的紛争も国際的な様相を
強めている。国際的ビジネス訴訟には外国の法情報の獲得が不可欠であるが、今日ではこのた
めの手段が確立していない。この現状を打開するために、主要国の法専門家による人的ネット
ワークを構築し、ビジネス紛争の解決に必要な法情報を交換・共有し、研究・分析するための
新たな国際的フレームワークの構築と新たな法学の方法の確立をめざす。 
 
研 究 分 野：法学 
科研費の分科・細目：学術創成研究 
キ ー ワ ー ド：国際的民事訴訟 
１．研究開始当初の背景 
今日、社会全般にわたり急速にグローバル

化が進行している。９０年代以降、社会主義
体制の崩壊により経済の全般的な市場化と
共に国際的な人的交流の自由が急速に進行
し、国境による隔離や社会体制の違いによる
制約が急速に取り払われつつある。このよう
なグローバル化の進行は、特にビジネス社会
において顕著であり、この社会の急激な変動
は、更にわれわれの社会自体の＜法化＞を促
進し従来法外的な紛争処理がなされていた
のに対して裁判所を中心とする法的なスキ
ームによる解決を選択する傾向が進んでい
る。これまで持ち込まれなかった大企業間の
紛争も持ち込まれ、裁判所の判断がビジネス
社会の動向に作用する事例が増えている。 
ビジネスを巡る法的紛争は、ビジネス活動に
不可避であり、それは合理的で実効性がある
形で解決されなければならない。しかし、裁
判所による民事訴訟は、各国の裁判制度、訴
訟手続によって様々であり、長い伝統に支え
られて法文化を形成している。これらの違い
が紛争解決の大きな阻害要因になっており、
問題を抱えているのが現状である。 
 
２．研究の目的 
（１）国際的ビジネス紛争の実効性を向上さ
せるための基礎的研究を行う。特に民事訴訟
制度を中心に据えて、ビジネス紛争の法的解
決の実効性を促進するために法的紛争解決
に必要な法情報の共有を実現し、新たな国際

的法的紛争解決のスキームとその方法を模
索する学術の創成を目指す。 
（２）各国の法情報をアクチュアルな形で獲
得するためには、これまでのような各研究者
の印刷物による個別研究では不十分である。
本研究では、各国研究者の人的ネットワーク
を形成し、恒常的な討論や研究グループを作
ることによってアクチュアルな法情報の国
際的な交換を行い、国際ビジネス紛争解決の
実効性を促進する新たな方策を模索する。ま
た、そのための基礎的な研究を行う。 
 
３．研究の方法 
（１）国際的ビジネス訴訟の研究 年に２度
のシンポジウムを、異なった視点での問題設
定により様々な国の専門家により構成され
るグループで開催する。名古屋におけるシン
ポジウムは国際民事訴訟に関する先端的な
問題を選択して議論する。またヨーロッパに
おけるシンポジウムでは、実体法的な問題と
訴訟法的な問題との関連を取り上げている
が、この試みはこれまでになされていない点
で特徴的である。 
（２）各国民事裁判制度の研究 各国の民事
裁判制度について、共通の関心から検討・研
究をするものであり、既にワーキング・グル
ープの研究会により基本的な方針を統一し
た。また各国のグループとの研究会を通じ比
較法的観点からの問題発掘などを行う。 
（３）国際労働紛争解決制度の研究 労働問
題は通常のビジネス紛争とは異なり各国の



個別規律がかなり強い。恒常的な研究を通じ
新たな問題の研究を進めている。 
 
４．これまでの成果 
（１）全体研究  
①国際的なビジネス紛争を巡る法的な問題
に関する先端的問題を検討するため国際シ
ンポジウムを以下の通り既に５回開催した。 
・第１回国際シンポジウム 「国際的民事

訴 訟 の 現 状 （ Current Topics of 
Transnational Civil Procedure）」という共
通テーマのもとに 2006 年 2 月 18 日及び 19
日の 2 日に亘って名古屋で開催した。極めて
積極的な討論がなされ、その成果を国際的に
公刊すべきだとの意見が寄せられた。 
・第２回国際シンポジウム 「国際的契約

紛争のための国家の正義か私的正義か
（State Justice or Private Justice for the 
transnational Contract Disputes）」を共通
のテーマとして、2006 年 11 月 2 日及び３日
の 2 日にわたってドイツ・フライブルクにお
いて国際シンポジウムを開催した。今回は、
国際的な契約紛争に関して、民事訴訟手続と
共に国際仲裁手続を取り扱った。 
・第３回国際シンポジウム 「国際訴訟に

おける裁判官の積極的役割と訴訟当事者の
自治」を共通のテーマとし 2007 年 2 月 2 日
及び 3 日の 2 日間、名古屋で開催された。 
・第４回国際シンポジウム 「ビジネス不

法行為訴訟の比較法的研究（Comparative 
Study of Business Tort Litigation」をテーマ
として、リヨン（フランス）において 2007
年 10 月 4 日 5 日の 2 日間開催した。ビジネ
ス不法行為の実体的側面及び訴訟手続面に
関わる問題を取り上げ、報告・討論がなされ
た。フランスの専門家を交えた討論を行うこ
とができ、問題を明らかにすることができた。 
・第５回国際シンポジウム 「民事執行

（Civil Enforcement）」をテーマにした国際
シンポジウムを名古屋において 2008 年 3 月
1 日 2 日に開催した。具体的に「民事執行制
度の比較法的研究」、「民事執行に関する最近
のトピックス」、「判決以外の執行名義による
強制執行」、「約定担保と倒産手続」の各テー
マについて、13 人の報告者が参加し、専門家
とも議論が展開された。 
②労働事件に関するシンポジウムの開催。  
ドイツからゲストを迎えシンポジウムを名
古屋で開催。「労働紛争の解決システムに関
する日独比較法研究」（07 年 7 月 7-8 日）「国
際労働紛争の法的課題」（07 年７月 21 日） 
（２）各国民事司法の比較法的基礎研究 

各国の民事訴訟制度を巡る基本的な法情
報は十分に交換されず、国際的なビジネス訴
訟に関して外国での訴訟手続に関し情報が
不足している。そこで、民事裁判に関する基
本情報を収集することにした。対象は、イギ

リス、フィンランド、イタリア、ハンガリー
などである。数度、これら専門家を交えワー
キング・グループを組織し議論を重ねた。各
国で300頁程度の英文で民事裁判の概説書を
作成し以下の共通項目を明示する。 
Ⅰ民事裁判の歴史的背景 Ⅱ裁判制度 Ⅲ
（民事）訴訟 Ⅳ判決などの執行 Ｖ保全手
続の体系 Ⅵ国際仲裁  イギリスに関し
ては、既に書籍が完成している。 
 
５．今後の計画 

平成２０年度 １．国際シンポジウム パ
ドヴァ（イタリア）で、10 月 9 日・10 日（土）
の 2 日にわたり、「仮の保全処分」をメイン・
テーマにして開催する予定である。また、名
古屋開催での基本的なテーマの候補の一つ
として、裁判外紛争処理制度が考えられる。 
２．各国民事司法の比較法研究 ワーキン
グ・グループでの共同研究を推進する。既に
フィンランドはドラフトを完成させており、
その出版の準備と共に、共同研究会を予定。
イタリア等の研究促進と出版準備も進める。 
３．成果の公表 シンポジウムの結果は，参
加者から高い評価を得た。そこで成果を研究
者や実務家と共有するため，その出版を行う。
各シンポジウムを１冊として行う予定。 

平成２１年度 研究最後の年度であり、シ
ンポジウムは 1 度行う。テーマはアクチュア
ルなものを選び集中して議論を行い、研究の
集大成を目指す。民事司法の基礎資料につい
ては、フランス、ハンガリーなどの研究成果
の出版を目指す。 
それ以後への展望 比較法研究体制の強

化、それらの教育への反映などの課題に直面
している。最後にこれらの今後の展望につい
ても考察を行う。 
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